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    うるま市立図書館協議会うるま市立図書館協議会うるま市立図書館協議会うるま市立図書館協議会    

    

○図書館法 

(図書館協議会) 

第１４条 公共図書館に図書館協議会を置くことができる。 

２．図書館協議会は、図書館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに、図書館の行う図書館奉

仕につき、館長に対して意見を述べる機関とする。 

第１５条 図書館協議会の委員は、当該図書館を設置する地方公共団体の教育委員会が任命する。 

第１６条 図書館協議会の設置、その委員の任命の基準、定数及び任期その他図書館協議会に関 

 し必要な事項については、当該図書館を設置する地方公共団体の条例で定めなければならない。 

 この場合において、委員の任命の基準については、文部科学省令で定める基準を参酌するもの 

 とする。 

    

○うるま市立図書館設置条例 

（図書館協議会） 

第３条 図書館法第１６条の規定により、図書館協議会（以下「協議会」という。）を置く。 

２ 協議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並

びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱し、又は任命する。 

３ 協議会の委員の定数は１０人以内とし、その任期は２年とする。ただし、再任は妨げない。 

４ 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

    

    

１．委員名簿１．委員名簿１．委員名簿１．委員名簿    （期間 自：平成２５年４月１日～至：平成２７年３月３１日） 

 役 職 氏 名 所      属  

１ 会 長 小 潮 川 百 合 子 うるま市女性連合会副会長 

２ 副 会 長 嘉 納 英 明 名桜大学教授 

３ 委 員 内 間 幸 枝 社会教育委員、行政相談員 

４ 委 員 金 城 百 合 子 百合ヶ丘保育園園長 

５ 委 員 小 谷 育 子 城前幼稚園教頭 

６ 委 員 下 地 輝 美 平敷屋小学校校長 

７ 委 員 知 念 秀 幸 沖展絵画デザイン版画部審査員 

８ 委 員 永 山  英 昭 石川図書館友の会会長 

９ 委 員 濱 端 義 正 兼箇段自治会長 

10 委 員 横 田    康 枝 朗読ボランティアすだち代表 
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２．２．２．２．うるま市立図書館協議会開催うるま市立図書館協議会開催うるま市立図書館協議会開催うるま市立図書館協議会開催内容内容内容内容 

            ＜＜＜＜平成２５年度第１回図書館協議会＞    

日 時：平成２５年７月２６日（木） 午前１０時～ 

     場 所：うるま市立中央図書館 ２階会議室 

     案 件 １．うるま市立図書館運営の基本方針 

２．うるま市立図書館の利用状況 

 ３．うるま市立図書館の現状と課題 

  


